
　  投票所一覧

投票区 投票場所 投票区の区域

高田第１ 陸前高田市役所
（１階市民交流スペース）

行政区による６区、７区、９区、10区、11区、12区、
13区、14区、15区、17区、18区、19区の方

高田第２ 高田地区コミュニティセンター 行政区による１区、２区、３区、４区、５区、８区、
16区の方

気仙第１ 今泉地区コミュニティセンター 行政区による１区、２区、３区、４区、５区、６区、
７区の方

気仙第２ 漁村センター
（長部地区コミュニティセンター）

行政区による８区、９区、10区、11区、12区、13区、
14区の方

広　田 広田地区コミュニティセンター 広田町の方
小　友 小友地区コミュニティセンター 小友町の方

米　崎 自然環境活用センター
（米崎地区コミュニティセンター） 米崎町の方

矢作第１ 矢作多目的研修センター
（矢作地区コミュニティセンター）

行政区による８区、９区、10区、11区、15区、16区
の方

矢作第２ 下矢作多目的研修センター
（下矢作地区コミュニティセンター）

行政区による１区、２区、３区、４区、５区、６区、
７区の方

矢作第３ 生出多目的集会センター
（生出地区コミュニティセンター） 行政区による 12区、13区、14区の方

竹　駒 定住促進センター
（竹駒地区コミュニティセンター） 竹駒町の方

横　田 横田基幹集落センター
（横田地区コミュニティセンター） 横田町の方

投
票
で
き
る
人
は

　
今
回
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
人
は
、

本
市
に
居
住
し
て
い
る
満
18
歳
以
上
の

人
（
平
成
20
年
２
月
９
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
）で
す
。

　
ほ
か
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た

場
合
、
令
和
７
年
10
月
26
日
ま
で
に
転

入
の
手
続
き
を
済
ま
せ
、
引
き
続
き
居

住
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
市
内
で
転
居
し
た
人
で
、
１
月
20
日

㈫
以
降
に
転
居
の
届
け
出
を
し
た
人

は
、
転
居
前
住
所
地
の
投
票
所
で
の
投

票
に
な
り
ま
す
。

入
場
券
を
忘
れ
ず
に

　
入
場
券
に
は
氏
名
や
住
所
、
投
票
所

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
届
い
た

ら
す
ぐ
に
記
載
内
容
を
確
認
し
、
間

違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
場
合

は
、
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。　

　
入
場
券
は
、
投
票
日
ま
で
大
切
に
保

管
し
、
当
日
は
忘
れ
ず
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
入
場
券
を
紛
失
し
た
場
合

や
、
入
場
券
が
な
い（
届
か
な
い
）場
合

で
も
、
本
人
確
認
を
し
た
上
で
投
票
で

き
ま
す
の
で
、
当
日
投
票
所
の
受
付
に

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

第51回 衆議院議員総選挙
２月８日 日 　午前７時～午後６時投票

衆議院解散に伴う衆議院議員総選挙が２月８日㈰に行われます。
投票は、午前７時から午後６時まで、市内12か所の投票所で行われます。
あなたの大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。
投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票または不在者投票をしましょう。



期日前・不在者投票の時間と場所
陸前高田市役所
（１階市民交流スペース）

令和８年１月28日㈬～２月７日㈯
午前８時30分～午後８時

アバッセたかたパブリックスペース 令和８年２月２日㈪～２月７日㈯
午前９時～午後７時

※ 不在者投票に関する手続きについては、陸前高田市役所（１階市民交流スペース）のみ
での対応となります。

期
日
前
投
票
に
つ
い
て

　
投
票
日
当
日
、
仕
事
や
病
気
、

旅
行
や
用
事
な
ど
で
投
票
所
に

い
け
な
い
人
は
、
期
日
前
投
票

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
投
票
す
る
時
点
で
ま
だ
17
歳

の
人
で
２
月
８
日
ま
で
に
18
歳

に
な
る
人
に
つ
い
て
は
、
期
日

前
投
票
で
は
な
く
不
在
者
投
票

を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

不
在
者
投
票
に
つ
い
て

　
出
稼
ぎ
や
出
張
な
ど
の
た
め
、

ほ
か
の
市
町
村
に
長
期
滞
在
し

て
い
る
人
で
、
投
票
日
に
本
市

で
投
票
で
き
な
い
人
は
、
滞
在

し
て
い
る
市
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
で
不
在
者
投
票
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
不
在
者
投
票
を
す
る
場
合
は
、

直
接
ま
た
は
郵
便
で
投
票
用
紙

を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
本
人

の
意
思
に
基
づ
き
代
理
人
が
請

求
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
請
求
に
基
づ
き
本
人
あ
て
に
投
票
用

紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
滞
在
先
の
市

町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
持
参
し
て

投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

　
郵
送
の
た
め
、
あ
る
程
度
日
数
が
か

か
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
早
め
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

病
院
な
ど
に
入
院
(所
)

し
て
い
る
人
は

　
不
在
者
投
票
所
の
指
定
を
受
け
て
い

る
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
院

（
所
）し
て
い
る
人
は
、
そ
の
施
設
で
不

在
者
投
票
が
で
き
ま
す
の
で
、
入
院

（
所
）し
て
い
る
施
設
に
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。身

体
に
障
が
い
の
あ
る
人
は

　
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
戦
傷
病
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
や
介
護

保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

で
、
そ
の
障
が
い（
要
介
護
）の
程
度
が

一
定
の
基
準
に
あ
て
は
ま
る
人
は
、
郵

便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま

す
。

　
郵
便
な
ど
で
投
票
す
る
場
合
は
、
事

前
に
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受

け
、
投
票
用
紙
を
請
求
す
る
際
は
、
そ

の
証
明
書
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
投
票
用
紙
の
請
求
は
、
投
票
日
の
４

日
前（
２
月
４
日
㈬
）ま
で
に
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
証
明
書
に
は
有
効
期
限

が
あ
り
ま
す
の
で
、
期
限
が
切
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
改
め
て
証
明
書
の
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
上
肢
ま
た
は
視
覚
の
障
が
い

の
程
度
が
一
定
の
基
準
に
あ
て
は
ま
る

人
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙
管
理
委
員
会

に
届
け
出
を
し
た
代
理
記
載
人
に
、
代

理
投
票
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

代
理
記
載
人
の
届
け
出
は
、
事
前
に
手

続
き
を
済
ま
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

早
め
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。　

開
票
状
況
の
参
観

　
開
票
は
、
２
月
８
日
㈰
、
午
後
８
時

か
ら
夢
ア
リ
ー
ナ
た
か
た
で
行
い
ま

す
。
本
市
の
有
権
者
は
、
こ
の
開
票
状

況
を
参
観
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
参

観
を
希
望
す
る
人
は
、
必
ず
ス
リ
ッ
パ

な
ど
の
上
履
き
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。入
場
は
午
後
７
時
30
分
か
ら
で
す
。

タ
ク
シ
ー
券
の
利
用

　
車
等
を
所
有
し
て
お
ら
ず
、
投
票
所

ま
で
の
移
動
が
困
難
な
方
は
、
入
場
券

に
同
封
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
券
を
利
用

し
て
頂
く
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
タ
ク
シ
ー
券
は
、
片
道
５
０
０
円
を

市
が
助
成
し
ま
す
の
で
、
差
額
分
に
つ

い
て
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
タ
ク
シ
ー
券
に
つ
い
て
は
、

期
日
前
投
票
所
及
び
当
日
投
票
所
の
い

ず
れ
に
も
使
用
が
で
き
ま
す
。

郵便等による不在者投票ができる人

区　　　　　分 障害（要介護）の程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障害 ２級以上
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸の障害 １級又は３級

免疫、肝臓の障害 ３級以上

戦傷病者手帳
両下肢、体幹の障害

詳細は選挙管理委員会へ
お問い合わせください心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、

直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険被保険者証の要介護状態区分 要介護５

２
月
８
日
㈰
に
投
票
所
に
行
け
な
い
人
は

期
日
前
投
票

不
在
者
投
票 

を
忘
れ
ず
に

選挙に関する問い合わせ先 　市役所選挙管理委員会事務局 ☎0192（54）2111（内線532）

大事な投票、
忘れずに！


